
 阿賀野市奨学貸付基金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年１２月２１日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善 

 

阿賀野市規則第２６号 

   阿賀野市奨学貸付基金貸付規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市奨学貸付基金貸付規則（平成１６年阿賀野市規則第６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第２号中「学生証の写し」の次に「若しくは合格通知（証明）書の写し」を加

える。 

第６条第１項中「（親権者又は後見人）」及び｢（奨学生及び連帯保証人と世帯を異に

し、独立の生計を営む者）｣を削り、同条第２項及び第３項を削る。 

第６条の次に次の１条を加える。 

 （連帯保証人等） 

第６条の２ 連帯保証人は、奨学生が未成年者の場合はその保護者（親権者又は後見人）、

成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。 

２ 保証人は、原則本市に住所を有する６５歳未満の者でなければならない。 

３ 連帯保証人及び保証人は、市区町村税の滞納がない者で、返済する資力を有するも

のでなければならない。ただし、保証人は、奨学生及び連帯保証人と世帯を異にし、

独立した生計を営む者とする。 

４ 連帯保証人が第１項に該当しない場合において、他に親権者又は後見人となる者が

いない場合は、４親等以内の成人の親族を連帯保証人にすることができるものとする。 

５ 保証人が第２項に該当しない場合において、他に保証人となる者がいない場合は、

市長が認める者をもって、保証人にすることができるものとする。 

第７条第２項中「第３項」を「第４項」に改める。 

第１４条第２項中「直ちに」を「所定の期日までに」に改める。 

 

 

 

 

 

4.1.4 



第１号様式を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式から第５号様式を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式から第９号様式を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 


